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１ 開  議 

 

 

２ 日程説明  

 

 

３ 案件 

  ○公文書管理条例制定の検討について 

  ○行政報告 

  ・給食米飯の異物混入について 

  ・小中学校の規模適正化検討の取組みについて 

 

 

４ その他 

  〇次回の日程について 

    

 

   

 



26.7.10

市名／条文 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

第１条 目的 目的 目的 目的 目的

第２条 定義 定義 定義 定義 定義

第３条 公文書の作成 他の制度との調整 本市の機関等の責務 法令等との関係 他の法令との関係

第４条 公文書の整理 文書等の作成 作成 文書の作成 文書の作成

第５条 公文書の保管又は保存 整理 分類 整理 整理

第６条 ファイル基準表 保存 編集及び保存 保存 保存

第７条 公文書の廃棄等
市政情報ファイル管理
簿

歴史的公文書等の決定
公文書ファイル管理簿
の記載事項等

行政文書ファイル管理
簿

第８条 公文書管理規程 廃棄
保存期間が満了した公
文書の取扱い

移管又は廃棄 移管又は廃棄

第９条 管理状況の報告等 管理状況の報告等 管理状況の報告等 管理状況の報告等 管理状況の報告等

第１０条 市長の勧告 管理規程 公文書管理体制の整備 公文書管理規程 行政文書管理規程

第１１条 職員の責務及び研修 歴史市政情報の保存 法人公文書の管理
法人文書の管理に関す
る原則

法人文書の管理に関す
る原則

第１２条
組織の見直しに伴う公
文書の適正な管理のた
めの措置

歴史市政情報の廃棄
歴史公文書等に該当す
る法人公文書の取扱い

管理状況の報告等 管理状況の報告等

第１３条 出資法人等への指導 保存状況の報告等
出資等法人の文書の管
理

法人文書管理規程 法人文書管理規程

第１４条 委任 保存規程
公の施設の指定管理者
の文書の管理

特定歴史公文書等の保
存等

特定歴史公文書の保存
等

第１５条 諮問
特定歴史公文書等の保
存等

特定歴史公文書等の利
用請求及びその取扱い

特定歴史公文書の利用
請求及びその取扱い

第１６条 研修
特定歴史公文書等の利
用請求及びその取扱い

本人情報等の取り扱い 本人情報の取り扱い

第１７条 委任 本人情報の取扱い
第三者に対する意見書
提出の機会の付与等

第三者に対する意見書
提出の機会の付与等

第１８条 利用請求の手続 利用の方法 利用の方法

第１９条
利用請求に対する措置
等

費用負担 費用負担

第２０条 利用決定等の期限
異議申立て及び公文書
管理委員会への諮問

異議申立て及び熊本県
行政文書等管理委員会
への諮問

第２１条
利用決定等の期限の特
例

情報公開条例の準用 諮問をした旨の通知

第２２条
第三者に対する意見書
提出の機会の付与等

利用の促進
第三者からの異議申立
てを棄却する場合等に
おける手続き

第２３条 利用の方法
移管元実施機関等によ
る利用の特例

熊本県行政文書等管理
委員会の調査権限

第２４条 手数料等
特定歴史公文書等の廃
棄

意見の陳述

第２５条
異議申立て及び委員会
への諮問

保存および利用の状況
の公表

意見書等の提出

第２６条 情報公開条例の準用 利用等規則 提出資料の閲覧等

第２７条
本市の機関等による利
用の特例

利用方法等の周知 調査審議手続の非公開

第２８条
特定歴史公文書等の廃
棄

秋田市公文書管理委員
会の設置

答申書の送付等

第２９条 委員会の設置
公文書管理委員会への
諮問

利用の促進

第３０条 組織等 資料の提出等の求め
移管元実施機関等によ
る利用の特例

第３１条 資料の提出等の求め
意識の高揚を図るため
の措置

特定歴史公文書の廃棄

第３２条 調査審議手続の非公開 研修
保存及び利用の状況の
公表

第３３条 委任
組織の見直しに伴う公
文書等の適正な管理の
ための措置

利用等規則

第３４条 公印の管理 公的団体の文書管理
熊本県行政文書等管理
委員会の設置

第３５条 他の法令等との関係 委任 委員会への諮問等

第３６条 適用除外 資料の提出等の求め

第３７条 施行の細目
職員の責務及び職員に
対する研修

第３８条
組織の見直しに伴う行
政文書等の適正な管理
のための措置

第３９条
訴訟に関する書類等の取
扱い

第４０条 罰則

各市の公文書管理条例における条文の項目一覧



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

目的
　
　この条例は、公文書の管理に関す
る基本的事項を定めることにより、
公文書の管理責任の明確化その他の
公文書の適正な管理を図り、もって
市政の適正かつ効率的な運営に資す
ることを目的とする。

　この条例は、市制の運営および歴
史的事実の記録である市政情報が市
民との共有財産であることにかんが
み、市政情報の管理に関する基本的
事項を定めることにより、市政情報
の適正な管理を図り、もって市政が
適正かつ効率的に運営されるように
するとともに、市政運営について現
在及び将来の市民に説明する義務が
全うされるようにすることを目的と
する。

　この条例は、市政運営に関する情
報は市民の財産であるという基本的
認識の下、市政運営に対する市民の
信頼の確保を図るため、公文書等の
管理責任を明確にし、公文書等の管
理に関する基本的な事項を定めるこ
とにより、現用の公文書の適正な管
理並びに歴史資料として重要な公文
書等の適切な保存及び利用等を図
り、もって市政が適正かつ効率的に
運営されるようにするとともに、本
市及び地方独立行政法人等の有する
その諸活動を現在及び将来の市民に
説明する責務が全うされるようにす
ることを目的とする。

　この条例は、市の公文書等が健全
な民主主義の根幹を支える市民共有
の知的資源として、住民自治の担い
手である市民が主体的に利用し得る
ものであることに鑑み、公文書等の
管理に関する基本的事項を定めるこ
と等により、公文書等の適正な管
理、歴史公文書等の適切な保存およ
び利用等を図り、もって市政が適正
かつ効率的に運営されるようにする
とともに、市民の知る権利を尊重
し、市の有するその諸活動を現在お
よび将来の市民に説明する責務を全
うすることを目的とする。

　この条例は、県及び地方独立行政法
人等の諸活動や歴史的事実の記録であ
る行政文書等が、健全な民主主義の根
幹を支える県民共有の知的資源とし
て、県民が主体的に利用し得るもので
あることに鑑み、行政文書等の管理に
関する基本的事項を定めること等によ
り、行政文書等の適正な管理、歴史公
文書の適切な保存及び利用等を図り、
もって行政が適正かつ効率的に運営さ
れるようにするとともに、県及び地方
独立行政法人等の有するその諸活動を
現在及び将来の県民に説明する責務が
全うされるようにすることを目的とす
る。

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

定義 　この条例において「実施機関」とは、市長、教育委
員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業
委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2　この条例において「公文書」とは、実施機関の職員
が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られた記録をい
う。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織
的に用いるものとして、当該実施機関が保有している
ものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)　新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売す
ることを目的として発行されるもの
(2)　歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資
料として特別の管理がされているもの

　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
(1)　実施機関　市長、教育委員会、選挙管理委員会、
公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審
査委員会、議会および草津市土地開発公社をいう。
(2)　文書等　文書、図画および写真(これらを撮影し
たマイクロフィルムを含む。)ならびに電磁的記録(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られた記録をいう。)をい
う。
(3)　市政情報　実施機関の職員(草津市土地開発公社
にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成
し、または取得した文書等であって当該実施機関の職
員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有し
ているものをいう。
(4)　歴史市政情報　歴史資料として重要な市政情報を
いう。

　この条例において「本市の機関」とは、市長、大阪市会
議長(以下「議長」という。)、教育委員会、選挙管理委員
会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審
査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
2　この条例において「地方独立行政法人等」とは、本市
が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15
年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人を
いう。以下同じ。)並びに大阪市住宅供給公社及び大阪市
道路公社をいう。
3　この条例において「公文書」とは、大阪市情報公開条
例(平成13年大阪市条例第3号。以下「情報公開条例」とい
う。)第2条第2項に規定する公文書及び大阪市会情報公開
条例(平成13年大阪市条例第24号)第2条に規定する公文書
をいう。
4　この条例において「法人公文書」とは、公文書のうち
地方独立行政法人等が保有しているものをいう。
5　この条例において「歴史公文書等」とは、歴史資料と
して重要な公文書その他の文書をいう。
6　この条例において「特定歴史公文書等」とは、歴史公
文書等のうち、次に掲げるものをいう。
(1)　第8条第2項若しくは第3項後段又は第12条第2項後段
の規定により保存されている公文書
(2)　法人その他の団体(本市及び地方独立行政法人等を除
く。以下「法人等」という。)又は個人から公文書館(大阪
市公文書館条例(昭和63年大阪市条例第12号)第1条の規定
により設置される公文書館をいう。以下同じ。)に寄贈さ
れ、又は寄託された文書

  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。
(1)　実施機関　市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防
長および議会をいう。
(2)　地方独立行政法人　市が設立した地方独立行政法人法(平成15年法
律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(3)　公的団体　秋田市情報公開条例(平成9年秋田市条例第39号。以下
「情報公開条例」という。)第33条第1項に規定する出資法人、同条第2
項に規定する指定管理者その他の規則で定める団体をいう。
(4)　公文書　実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図
画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で
あって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機
関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア　官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又
は配布することを目的として発行されるもの
イ　特定歴史公文書等
ウ　市の図書館、美術館その他の施設において、歴史的もしくは文化的
な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(5)　法人文書　地方独立行政法人の役員又は職員が職務上作成し、又
は取得した文書であって、当該地方独立行政法人の役員又は職員が組織
的に用いるものとして、当該地方独立行政法人が保有しているものをい
う。ただし、次に掲げるものを除く。
ア　官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又
は配布することを目的として発行されるもの
イ　地方独立行政法人の図書館その他の施設において、歴史的もしくは
文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(6)　歴史公文書等　歴史資料として重要な公文書その他の文書をい
う。
(7)　特定歴史公文書等　歴史公文書等のうち、次に掲げるものをい
う。
ア　第8条第1項の規定により市長が保存するもの
イ　第8条第2項、第11条第4項又は第34条第3項の規定により市長に移管
されたもの
ウ　法人その他の団体(市および地方独立行政法人を除く。以下「法人
等」という。)又は個人から市長に寄贈され、又は寄託されたもの
(8)　公文書等　公文書、法人文書および特定歴史公文書等をいう。

　この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員
会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内
水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者をいう。
2　この条例において「地方独立行政法人等」とは、県が設立した地方独立行政法人法(平成15
年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人並びに熊本県住宅供給公社及び熊本県
道路公社をいう。
3　この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書
(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第18条を除き、以下同じ。)であって、
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
(1)　官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし
て発行されるもの
(2)　特定歴史公文書
(3)　熊本県立図書館、熊本県立美術館その他知事が定める施設において、知事が定めるとこ
ろにより、一般の利用に供することを目的として特別の管理がされているもの(前号に掲げる
ものを除く。)
4　この条例において「法人文書」とは、地方独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成
し、又は取得した文書であって、当該地方独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるも
のとして、当該地方独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除
く。
(1)　官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし
て発行されるもの
(2)　特定歴史公文書
(3)　知事が定める施設において、知事が定めるところにより、一般の利用に供することを目
的として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5　この条例において「歴史公文書」とは、実施機関の職員又は地方独立行政法人等の役員若
しくは職員が職務上作成し、又は取得した文書のうち、歴史資料として重要な文書として、知
事が規則で定める基準に適合するものをいう。
6　この条例において「特定歴史公文書」とは、歴史公文書のうち、次に掲げるものをいう。
(1)　第8条第1項の規定により知事に移管されたもの
[第8条第1項]
(2)　第11条第4項の規定により知事に移管されたもの
[第11条第4項]
7　この条例において「行政文書等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)　行政文書
(2)　法人文書
(3)　特定歴史公文書

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

公文書の作成 　実施機関の職員は、次に掲げる場
合を除き、当該実施機関における意
思決定に関する事項及び事務又は事
業の実績について、公文書を作成し
なければならない。
(1)　処理に係る事案が軽微なもので
ある場合
(2)　意思決定と同時に公文書を作成
することが困難である場合
2　実施機関の職員は、前項第2号に
掲げる場合に該当して公文書を作成
することなく意思決定をしたとき
は、当該意思決定をした後、速やか
に公文書を作成しなければならな
い。

　
　実施機関の職員は、第1条の目的の
達成に資するため、当該実施機関に
おける経緯も含めた意思決定に至る
過程ならびに当該実施機関の事務お
よび事業の実績を合理的に跡付け、
または検証することができるよう、
処理に係る事案が軽微なものである
場合を除き、文書等を作成しなけれ
ばならない。

　本市の機関は、意思決定をするに当
たっては、公文書(法人公文書を除く。以
下この条及び次条において同じ。)を作成
してこれをしなければならない。ただ
し、事案が軽微なものであるとき又は意
思決定と同時に公文書を作成することが
困難であるときは、この限りでない。
2　本市の機関は、意思決定と同時に公文
書を作成することが困難である場合にお
いて、前項ただし書の規定により公文書
を作成することなく意思決定をしたとき
は、当該意思決定をした後速やかに公文
書を作成しなければならない。
3　本市の機関は、審議又は検討の内容そ
の他の意思決定の過程に関する事項で
あって意思決定に直接関係するものにつ
いては、事案が軽微なものである場合を
除き、公文書を作成しなければならな
い。
4　本市の機関は、事務及び事業の実績に
ついては、事案が軽微なものである場合
を除き、公文書を作成しなければならな
い。
5　市長は、本市の機関の意思決定の過程
に関する事項に係る公文書が適切に作成
されるようにするため、公文書の作成に
関する指針を定めるものとする。

　実施機関の職員は、第1条の目的の達成
に資するため、当該実施機関における経
緯も含めた意思決定に至る過程ならびに
当該実施機関の事務および事業の実績を
合理的に跡付け、又は検証することがで
きるよう、処理に係る事案が軽微なもの
である場合を除き、次に掲げる事項その
他の事項について、文書を作成しなけれ
ばならない。
(1)　条例および規則等の設定又は改廃お
よびその経緯
(2)　前号に規定するもののほか、実施機
関又はその長で構成される会議又は実施
機関における管理職員を含む職員で構成
される重要な会議その他これらに準ずる
会議の決定又は了解およびその経緯
(3)　複数の実施機関による申合せ又は他
の実施機関、市民もしくは事業者に対し
て示す基準の設定およびその経緯
(4)　個人又は法人の権利義務の得喪およ
びその経緯
(5)　職員の人事に関する事項

　実施機関の職員は、第1条の目的の達
成に資するため、当該実施機関におけ
る経緯も含めた意思決定に至る過程並
びに当該実施機関の事務及び事業の実
績を合理的に跡付け、又は検証するこ
とができるよう、処理に係る事案が軽
微なものである場合を除き、実施機関
が規則その他の規程(地方自治法(昭和
22年法律第67号)第138条の4第2項に規
定する規則その他の規程及び地方公営
企業法(昭和27年法律第292号)第10条に
規定する企業管理規程を含む。以下同
じ。)で定めるところにより、文書を作
成しなければならない。

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

公文書の整理 　実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得
したときは、当該実施機関は、当該公文書を事
務又は事業の性質、内容等に応じて系統的に分
類し、名称を付するとともに、保存期間及び保
存期間の満了する日を設定しなければならな
い。
2　実施機関は、能率的な事務又は事業の処理
及び公文書の適切な保管又は保存に資するよ
う、単独で管理することが適当であると認める
公文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有
する公文書(保存期間を同じくすることが適当
であるものに限る。)を1の集合物(以下「文書
ファイル」という。)にまとめなければならな
い。

　実施機関の職員が文書等を作成し、または取得し、当該文書
等が市政情報となったときは、当該実施機関は、規則で定める
ところにより、当該市政情報を分類し、名称を付するととも
に、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければな
らない。
2　実施機関は、能率的な事務または事業の処理および市政情
報の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であ
ると認める市政情報を除き、適時に、相互に密接な関連を有す
る市政情報(保存期間を同じくすることが適当であるものに限
る。)を一の集合物(以下「市政情報ファイル」という。)にま
とめなければならない。
3　前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところに
より、当該市政情報ファイルについて分類し、名称を付すると
ともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定しなけれ
ばならない。
4　実施機関は、第1項および前項の規定により設定した保存期
間および保存期間の満了する日を、規則で定めるところによ
り、延長することができる。
5　実施機関は、市政情報ファイルおよび単独で管理している
市政情報(以下「市政情報ファイル等」という。)について、保
存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下
同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了し
たときの措置として、歴史市政情報に該当するものにあっては
第11条第1項に規定する永年保存の措置を、それ以外のものに
あっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。

　本市の機関は、公文書を事務及び事業の性
質、内容等に応じて系統的に分類しなければな
らない。
2　本市の機関は、前項の規定による公文書の
分類に関する基準を定めるとともに、これを一
般の閲覧に供しなければならない。

　実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したとき
は、当該実施機関は、規則で定めるところにより、当該
公文書について分類し、名称を付するとともに、保存期
間および保存期間の満了する日を設定しなければならな
い。
2　実施機関は、能率的な事務又は事業の処理および公文
書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適
当であると認める場合を除き、適時に、相互に密接な関
連を有する公文書(保存期間を同じくすることが適当であ
るものに限る。)を1の集合物(以下「公文書ファイル」と
いう。)にまとめなければならない。
3　前項の場合において、実施機関は、規則で定めるとこ
ろにより、当該公文書ファイルについて分類し、名称を
付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日
を設定しなければならない。
4　実施機関は、第1項および前項の規定により設定した
保存期間および保存期間の満了する日を、規則で定める
ところにより、延長することができる。
5　実施機関は、公文書ファイルおよび単独で管理してい
る公文書(以下「公文書ファイル等」という。)につい
て、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存
期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保
存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該
当するものにあっては引き続き保存(市長以外の実施機関
にあっては、規則で定めるところにより市長への移管の
措置)を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべ
きことを定めなければならない。

 実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したと
きは、当該実施機関は、実施機関が規則その他の規程で
定めるところにより、当該行政文書について分類し、名
称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する
日を設定しなければならない。
2　実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文
書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適
当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接
な関連を有する行政文書(保存期間を同じくすることが適
当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書
ファイル」という。)にまとめなければならない。
3　前項の場合において、実施機関は、実施機関が規則そ
の他の規程で定めるところにより、当該行政文書ファイ
ルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及
び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
4　実施機関は、第1項及び前項の規定により設定した保
存期間及び保存期間の満了する日を、実施機関が規則そ
の他の規程で定めるところにより、延長することができ
る。
5　実施機関は、行政文書ファイル及び単独で管理してい
る行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)につ
いて、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保
存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、
保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書に該
当するものにあっては知事への移管の措置を、それ以外
のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなけ

ればならない。

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

公文書の保存 　実施機関は、文書ファイル及び単独で管理し
ている公文書(以下「文書ファイル等」とい
う。)について、当該文書ファイル等の保存期
間の満了する日までの間、その内容、時の経
過、利用の状況等に応じ、適切な保管又は保存
及び利用を確保するために必要な場所におい
て、適切な記録媒体により、識別を容易にする
ための措置を講じた上で保管し、又は保存しな
ければならない。
2　前項の場合において、実施機関は、当該文
書ファイル等の集中管理の推進に努めなければ
ならない。
3　実施機関は、電磁的記録による文書ファイ
ル等を保存するときは、当該文書ファイル等の
改ざん、盗難、消失及び漏えいを防止するた
め、必要な措置を講じなければならない。

　実施機関は、市政情報ファイル等について、
当該市政情報ファイル等の保存期間の満了する
日までの間、その内容、時の経過、利用の状況
等に応じ、適切な保存および利用を確保するた
めに必要な場所において、適切な記録媒体によ
り、識別を容易にするための措置を講じた上で
保存しなければならない。
2　前項の場合において、実施機関は、当該市
政情報ファイル等の集中管理の推進に努めなけ
ればならない。

　本市の機関は、前条第2項の規定により定める基準に従
い、市規則(議長にあっては、その定める規程。以下この
章において同じ。)で定めるところにより、公文書(法人
公文書及び特定歴史公文書等を除く。以下この章におい
て同じ。)を簿冊(相互に密接な関連を有し、保存期間を
同じくすることが適当である公文書の集合物をいう。以
下同じ。)に編集しなければならない。
2　本市の機関は、前項の規定により編集された公文書の
保存期間が満了するまでの間、その内容、時の経過、利
用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するため
に必要な場所において、識別を容易にするための措置を
講じた上で当該公文書を保存しなければならない。
3　公文書の保存期間は、別表の左欄に掲げる公文書の区
分に応じ、同表の右欄に定める期間とする。
4　本市の機関は、公文書の保存期間を前項に定める期間
を超えて定める必要があると認めるときは、同項の規定
にかかわらず、当該公文書の保存期間を別に定めること
ができる。
5　前2項の保存期間は、市規則で定める日から起算す
る。
6　本市の機関は、保存期間が満了した公文書について、
職務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を
定めて当該保存期間を延長するものとする。この場合に
おいて、当該延長に係る保存期間が満了した後なお職務
の遂行上当該公文書を保存する必要があると認めるとき
も、同様とする。

　実施機関は、公文書ファイル等について、当
該公文書ファイル等の保存期間の満了する日ま
での間、その内容、時の経過、利用の状況等に
応じ、適切な保存および利用を確保するために
必要な場所において、適切な記録媒体により、
識別を容易にするための措置を講じた上で保存
しなければならない。
2　前項の場合において、実施機関は、当該公
文書ファイル等の集中管理の推進に努めなけれ
ばならない。
3　市長は、第1項の規定による保存および前項
の規定による集中管理の推進に資するため、他
の実施機関からの依頼を受けて、公文書(前条
第5項の規定により市長への移管の措置をとる
べきことが定められているものに限る。)の保
存を行うことができる。
4　市長は、必要があると認める場合は、他の
実施機関からの依頼を受けて、公文書(前条第5
項の規定により市長への移管の措置をとるべき
ことが定められているものを除く。)の保存を
行うことができる。

　実施機関は、行政文書ファイル等について、
当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する
日までの間、その内容、時の経過、利用の状況
等に応じ、適切な保存及び利用を確保するため
に必要な場所において、適切な記録媒体によ
り、識別を容易にするための措置を講じた上で
保存しなければならない。
2　前項の場合において、実施機関は、当該行
政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなけ
ればならない。

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

職員の責務及び研修等   実施機関の職員は、この条例の趣旨に対する
理解を深め、自らの責任を自覚して公文書を管
理するよう努めなければならない。
2　市長は、実施機関の職員に対し、公文書の
適正な管理を確保するために必要な知識及び技
能を習得させ、及び向上させるために必要な研
修を行うものとする。

　実施機関は、当該実施機関の職員に対し、市
政情報の管理を適正かつ効果的に行うために必
要な知識および技能を習得させ、および向上さ
せるために必要な研修を行うものとする。

ー
　実施機関は、この条例の趣旨にのっとり、適
正かつ永続的な公文書等の管理を行うため、特
定の期間および事項を定め、実施機関の職員の
公文書等の管理に関する意識の高揚を図るため
の措置を講ずるものとする。
(研修)
第32条　実施機関および地方独立行政法人は、
それぞれ、当該実施機関又は当該地方独立行政
法人の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ
効果的に行うために必要な知識および技能を習
得させ、および向上させるために必要な研修を
行うものとする。
2　市長は、実施機関および地方独立行政法人
の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存およ
び移管を確保するために必要な知識および技能
を習得させ、および向上させるために必要な研
修を行うものとする。

　実施機関及び地方独立行政法人等の職員は、
この条例の趣旨に対する理解を深め、県民の立
場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って誠実に
行政文書等を管理するよう努めなければならな
い。
2　実施機関及び地方独立行政法人等は、それ
ぞれ、当該実施機関又は当該地方独立行政法人
等の職員がその責務を果たすことができるよ
う、当該職員に対し行政文書等の管理を適正か
つ効果的に行うために必要な知識及び技能を習
得させ、及び向上させるために必要な研修を行
うものとする。

公印の管理

ー ー
　本市の機関(消防長を除く。)は、市規則、法第138
条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭
和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程そ
の他の規程(以下「市規則等」という。)でその使用す
る公印(市長にあっては、消防長が使用する公印を
含む。)の管理に関し必要な事項を定めなければな
らない。
2　本市の機関は、前項の市規則等の定めるところ
により、公印を適正に管理しなければならない。

ー ー

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

ファイル基準表 　実施機関は、文書ファイル等の管理を適切に
行うため、文書ファイル等の分類、名称、保存
期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了
したときの措置及び保存場所その他の必要な事
項を帳簿(以下「ファイル基準表」という。)に
記載しなければならない。

　実施機関は、市政情報ファイル等の管理を適
切に行うため、規則で定めるところにより、市
政情報ファイル等の分類、名称、保存期間、保
存期間の満了する日、保存期間が満了したとき
の措置および保存場所その他の必要な事項(草
津市情報公開条例(平成16年草津市条例第21
号。以下「情報公開条例」という。)第7条に規
定する非公開情報に該当するものを除く。)を
帳簿(以下「市政情報ファイル管理簿」とい
う。)に記載しなければならない。ただし、規
則で定める期間を超えない保存期間が設定され
た市政情報ファイル等については、この限りで
ない。

ー
　実施機関は、公文書ファイル等の管理を適切
に行うため、次に掲げる事項(情報公開条例第7
条に規定する不開示情報に該当するものを除
く。)を帳簿(以下「公文書ファイル管理簿」と
いう。)に記載しなければならない。ただし、
規則で定める期間未満の保存期間が設定された
公文書ファイル等については、この限りでな
い。
(1)　分類
(2)　名称
(3)　保存期間
(4)　保存期間の満了する日
(5)　保存期間が満了したときの措置
(6)　保存場所
(7)　前各号に掲げるもののほか、規則で定め
る事項
2　実施機関は、公文書ファイル管理簿につい
て、規則で定めるところにより、当該実施機関
の事務所に備えて一般の閲覧に供するととも
に、インターネットの利用その他の方法により
公表しなければならない。

　実施機関は、行政文書ファイル等の管理を適
切に行うため、実施機関が規則その他の規程で
定めるところにより、行政文書ファイル等の分
類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、
保存期間が満了したときの措置及び保存場所そ
の他の必要な事項(熊本県情報公開条例(平成12
年熊本県条例第65号。以下「情報公開条例」と
いう。)第7条に規定する不開示情報に該当する
ものを除く。)を帳簿(以下「行政文書ファイル
管理簿」という。)に記載しなければならな
い。ただし、実施機関が規則その他の規程で定
める期間未満の保存期間が設定された行政文書
ファイル等については、この限りでない。

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

公文書の廃棄等 　実施機関は、保存期間が満了した文書ファイ
ル等については、適切な方法によりこれを廃棄
しなければならない。
2　実施機関(市長を除く。第9条及び第10条に
おいて同じ。)は、前項の規定にかかわらず、
保存期間が満了した公文書が歴史的又は文化的
価値を有するものであると認めるときは、これ
を市長に引き継がなければならない。

　実施機関は、保存期間が満了した市政情報
ファイル等について、第11条の規定により永年
保存する場合を除き、廃棄しなければならな
い。
2　実施機関は、保存期間が満了した市政情報
ファイル等について、保存期間を延長する必要
が生じたときは、当該市政情報ファイル等につ
いて、新たに保存期間および保存期間の満了す
る日を設定しなければならない。
3　市長は、市政情報ファイル等について特に
保存の必要があると認める場合には、当該市政
情報ファイル等を保有する実施機関に対し、当
該市政情報ファイル等について、廃棄の措置を
とらないように求めることができる。

ー
　市長は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、第
5条第5項の規定により引き続き適切に保存し、又は廃棄しなけ
ればならない。
2　実施機関(市長を除く。以下この条および次条において同
じ。)は、保存期間が満了した公文書ファイル等について、第5
条第5項の規定による定めに基づき、市長に移管し、又は廃棄
しなければならない。
3　実施機関は、前項の規定により、保存期間が満了した公文
書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ市長に協
議し、その同意を得なければならない。この場合において、当
該協議が整わないときは、市長は、公文書管理委員会(第28条
第1項に規定する公文書管理委員会をいう。以下この章から第4
章までにおいて同じ。)に諮問し、その答申を受けるものとす
る。
4　前項の場合において、公文書管理委員会からの答申を受け
て、当該公文書ファイル等を廃棄しないこととしたときは、当
該実施機関は、当該公文書ファイル等について、新たに保存期
間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。
5　実施機関は、第2項の規定により市長に移管する公文書ファ
イル等について、当該公文書ファイル等が第15条第1項第1号に
掲げる場合に該当するものとして市長において利用の制限を行
うことが適切であると認める場合は、その旨の意見を付さなけ
ればならない。
6　市長は、公文書ファイル等について特に保存の必要がある
と認める場合は、当該公文書ファイル等を保有する実施機関に
対し、当該公文書ファイル等について、廃棄の措置をとらない
よう求めることができる。

　実施機関は、保存期間が満了した行政文書
ファイル等について、第5条第5項の規定による
定めに基づき、知事に移管し、又は廃棄しなけ
ればならない。
[第5条第5項]
2　実施機関は、前項の規定により、保存期間
が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようと
するときは、第2条第5項の基準に適合するか否
かについて熊本県行政文書等管理委員会(第34
条第1項に規定する熊本県行政文書等管理委員
会をいう。第4章において同じ。)の意見を聴く
ものとする。
[第2条第5項]
3　実施機関は、第1項の規定により知事に移管
する行政文書ファイル等について、第15条第1
項第1号に掲げる場合に該当するものとして知
事が利用の制限を行うことが適切であると認め
る場合には、その旨の意見を付さなければなら
ない。
[第15条第1項第1号]

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

公文書管理規程   実施機関は、公文書の管理が第3条から前条
までの規定に基づき適正に行われることを確保
するため、公文書の管理に関する定め(以下
「公文書管理規程」という。)を設けなければ
ならない。
2　公文書管理規程には、公文書に関する次に
掲げる事項を記載しなければならない。
(1)　作成に関する事項
(2)　整理に関する事項
(3)　保管又は保存に関する事項
(4)　ファイル基準表に関する事項
(5)　廃棄等に関する事項
(6)　その他公文書の管理が適正に行われるこ
とを確保するために必要な事項

  実施機関は、市政情報の管理が第4条から前
条までの規定に基づき適正に行われることを確
保するため、市政情報の管理に関する定め(以
下「管理規程」という。)を設けなければなら
ない。
2　管理規程には、市政情報に関する次の各号
に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)　作成に関する事項
(2)　整理に関する事項
(3)　保存に関する事項
(4)　市政情報ファイル管理簿に関する事項
(5)　廃棄に関する事項
(6)　管理状況の報告に関する事項
(7)　その他規則で定める事項
3　実施機関は、管理規程を設けたときは、遅
滞なく、これを公表しなければならない。これ
を変更したときも、同様とする。

ー
  実施機関は、公文書の管理が第4条から前条
までの規定に基づき適正に行われることを確保
するため、公文書の管理に関する定め(以下
「公文書管理規程」という。)を設けなければ
ならない。
2　公文書管理規程には、公文書に関する次に
掲げる事項を規定しなければならない。
(1)　作成に関する事項
(2)　整理に関する事項
(3)　保存に関する事項
(4)　公文書ファイル管理簿に関する事項
(5)　移管又は廃棄に関する事項
(6)　管理状況の報告に関する事項
(7)　前各号に掲げるもののほか、公文書の管
理が適正に行われることを確保するために必要
と認められる規則で定める事項
3　実施機関は、公文書管理規程を設けようと
するときは、あらかじめ公文書管理委員会に諮
問し、その答申を受けなければならない。これ
を変更しようとするときも、同様とする。
4　実施機関は、公文書管理規程を設けたとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。これを変更したときも、同様とする。

　
　実施機関は、行政文書の管理が第4条から前
条までの規定に基づき適正に行われることを確
保するため、行政文書の管理に関する定め(以
下「行政文書管理規程」という。)を設けなけ
ればならない。
[第4条]
2　行政文書管理規程には、行政文書に関する
次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)　作成に関する事項
(2)　整理に関する事項
(3)　保存に関する事項
(4)　行政文書ファイル管理簿に関する事項
(5)　移管又は廃棄に関する事項
(6)　管理状況の報告に関する事項
(7)　点検、監査及び研修に関する事項
(8)　その他実施機関が規則その他の規程で定
める事項
3　実施機関は、行政文書管理規程を設けたと
きは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。これを変更したときも、同様とする。

　各市の条文比較



市名／条文の項目 志木市 草津市 大阪市 秋田市 熊本県

管理状況の報告等 　実施機関は、市政情報ファイル管理簿の記載
状況その他の市政情報の管理の状況について、
毎年度、市長に報告しなければならない。
2　市長は、毎年度、前項の報告を取りまと
め、その概要を公表しなければならない。

　
　実施機関は、市政情報ファイル管理簿の記載
状況その他の市政情報の管理の状況について、
毎年度、市長に報告しなければならない。
2　市長は、毎年度、前項の報告を取りまと
め、その概要を公表しなければならない。

　市長は、公文書の適正な管理を確保するため
に必要があると認める場合には、市長以外の本
市の機関に対し、公文書の管理について、その
状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、
又は当該職員に実地調査をさせることができ
る。

　実施機関は、公文書ファイル管理簿の記載状
況その他の公文書の管理の状況について、毎年
度、市長に報告しなければならない。
2　市長は、毎年度、前項の規定による報告を
取りまとめ、市の公文書の管理の状況について
の概要を公表しなければならない。
3　市長は、第1項に定めるもののほか、公文書
の適正な管理を確保するために必要があると認
める場合は、実施機関に対し、公文書の管理に
ついて、その状況に関する報告もしくは資料の
提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせる
ことができる。

　実施機関は、行政文書ファイル管理簿の記載
状況その他の行政文書の管理の状況について、
毎年度、知事に報告しなければならない。
2　知事は、毎年度、前項の報告を取りまと
め、その概要を公表しなければならない。

　各市の条文比較


